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三
三

『
毛
詩
正
義
』
に
お
け
る
、
詩
篇
解
釈
と
現
実
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て

―
―
「
士
之
耽
兮
、
猶
可
説
也
。
女
之
耽
兮
、
不
可
説
也
」（
衛
風
「
氓
」）
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
―

田
　
中
　
和
　
夫

一

『
詩
経
』
衛
風
の
「
氓
」
と
い
う
詩
は
、

氓
之
蚩
蚩　
　

氓ぼ
う

の
蚩し

蚩し

た
る

抱
布
貿
絲　
　

布
を
抱
い
て
絲
を
貿か

ふ

匪
來
貿
絲　
　

來
た
り
て
絲
を
貿
ふ
に
は
匪あ
ら

ず

來
即
我
謀　
　

來
た
り
て
我
に
即つ

き
て
謀
る
な
り

送
子
渉
淇　
　

子
を
送
り
て
淇き

を
渉
り

至
于
頓
丘　
　

頓
丘
に
至
る

と
い
う
句
に
始
ま
る
六
章
、
一
章
十
行
の
詩
。
衛
国
の
あ
る
農
村
部
の
娘
が
よ

そ
の
土
地
か
ら
来
た
行
商
の
青
年
と
仲
良
く
な
り
、
結
婚
す
る
が
、
相
手
の
男
性

の
家
に
嫁
い
で
か
ら
数
年
た
っ
て
、
そ
の
事
情
は
明
確
で
は
な
い
が
、
家
か
ら
追

い
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
や
む
な
く
実
家
に
帰
る
が
、
兄
弟
は
同
情
し
て
も
く
れ
な

い
、
と
嘆
く
所
謂
「
棄
て
ら
れ
た
婦
人
」
の
思
い
を
教
訓
混
じ
り
に
歌
っ
た
詩
篇

で
あ
る
。

『
毛
詩
』
の
序
文
に
よ
れ
ば
「
宣
公
之
時
、禮
義
消
亡
、淫
風
大
行
、男
女
無
別
、

遂
相
奔
誘
。
華
落
色
衰
復
相
棄
背
。
云
々
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
宣
公
（
前

七
一
八
〜
七
〇
〇
在
位
）
の
時
代
、
衛
国
で
の
礼
儀
に
則
ら
な
い
、
男
女
間
の
乱

れ
（「
淫
風
大
い
に
行
わ
れ
」
と
は
、も
ち
ろ
ん
漢
代
の
儒
教
の
立
場
か
ら
の
評
価
）

を
一
農
村
の
娘
の
恋
愛
の
顛
末
を
通
し
て
、
教
訓
的
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
第
三
章
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

桑
之
未
落　
　

桑
の
未
だ
落
ち
ざ
る

其
葉
沃
若　
　

其
の
葉　

沃よ
く

若じ
ゃ
くた

り

于
嗟
鳩
兮　
　

于あ

嗟あ　

鳩
よ

無
食
桑
葚　
　

桑く
わ

葚の
み

を
食く
ら
う
こ
と
無
か
れ

于
嗟
女
兮　
　

于
嗟　

女
よ

無
與
士
耽　
　

士
と
耽ふ
け
る
こ
と
無
か
れ

士
之
耽
兮　
　

士
の
耽
る
は

猶
可
説
也　
　

猶
ほ
説と

く
可
き
も

女
之
耽
兮　
　

女
の
耽
る
は

不
可
説
也　
　

説
く
可
か
ら
ざ
る
な
り

棄
て
ら
れ
た
女
性
が
若
い
娘
た
ち
に
、教
訓
を
た
れ
る
も
の
で
、「
あ
あ
、娘
（
た

ち
）
よ
。
士
と
（
恋
の
楽
し
み
に
）
耽
っ
て
は
な
ら
な
い
。
士
が
耽
っ
て
も
、
何

と
か
い
い
訳
は
で
き
る
。
し
か
し
、
女
が
恋
に
耽
っ
て
は
、
言
い
訳
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
。」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
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こ
の
「
于
嗟
女
兮
、
無
與
士
耽
、
士
之
耽
兮
、
猶
可
説
也
、
女
之
耽
兮
、
不
可

説
也
。」
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
「
な
ぜ
男
は
色
に
耽
っ
て
も
許
さ
れ
る
の
か
、

な
ぜ
女
は
色
に
耽
っ
た
ら
許
さ
れ
な
い
の
か
」
に
つ
い
て
、後
漢
の
鄭
玄
「
鄭
箋
」、

及
び
初
唐
の
孔
穎
達
『
毛
詩
正
義
』
は
次
の
よ
う
に
、
述
べ
て
い
る
。

士
之
耽
兮
、
猶
可
説
也
。
女
之
耽
兮
、
不
可
説
也
。（
衛
風
「
氓
」）

箋
云
、
説
、
解
也
。
士
有
百
行
、
可
以
功
過
相
除
、
至
於
婦
人
無
外
事
、
維
以

貞
信
為
節
。

鄭
箋
に
云
う
、「
説
」
は
解
く
﹇
言
い
訳
す
る
﹈
な
り
。
士
に
百
行
の
以
て
功

過　

相
除
く
可
き
有
り
。
婦
人
に
至
り
て
は
外
事
な
し
。
維
れ
貞
信
を
以
て

節
と
為
す
。

○
箋
の
「
士
有
」
よ
り
「
為
節
」
に
至
る
ま
で

○
正
義
曰
、
士
有
大
功
則
掩
小
過
。
故
云
、「
可
以
功
過
相
除
」。
齊
桓
晉
文
皆

殺
親
戚
簒
國
而
立
、
終
能
建
立
高
勲
於
周
世
。
是
以
功
除
過
也
。

　

正
義
に
曰
く
、
士
に
大
功
有
ら
ば
則
ち
小
過
を
掩
う
。
故
に
「
以
て
功
過　

相
除
く
可
し
」
と
云
う
。
齊
桓
・
晉
文
は
皆
親
戚
を
殺
し
、
國
を
簒う
ば
い
て
立

ち
、終
に
能
く
高
勳
を
周
の
世
に
建
立
す
。
是
れ
功
を
以
て
過
を
除
く
な
り
。

鄭
玄
は
、「
男
は
過
ち
を
相
殺
で
き
る
多
く
の
（
家
の
外
で
の
）
行
い
、
家
の

外
で
の
仕
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
婦
人
に
は
家
庭
の
外
で
の
仕
事
は
な
い
。
貞
信

で
あ
る
こ
と
が
（
守
る
べ
き
）
礼
節
で
あ
る
」
と
い
う
。「
氓
」
の
詩
は
、
詩
全

体
の
調
子
か
ら
み
て
も
、
衛
の
農
村
部
の
娘
の
半
生
記
の
よ
う
で
あ
る
の
に
、
鄭

玄
は
支
配
者
階
級
（
卿
・
太
夫
・
士
）
を
念
頭
に
体
系
化
さ
れ
た
礼
の
規
範
を
持

ち
出
し
て
、「
氓
」
の
本
文
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
。「
禮
不
下
庶
人
、
刑

不
上
大
夫
」（『
禮
記
』「
曲
禮
」
上
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
氓
」、
庶
民

の
こ
と
を
述
べ
る
の
に
、
士
の
礼
節
を
以
て
説
い
て
い
る
の
が
、
注
意
さ
れ
る
。

経
典
化
さ
れ
た
中
で
の
現
象
と
い
え
よ
う
。

孔
穎
達
『
正
義
』
で
は
、
こ
の
鄭
箋
を
承
け
て
、
さ
ら
に
「
士
に
大
功
有
ら
ば

則
ち
小
過
を
掩
う
。
故
に
「
以
て
功
過　

相
除
く
可
し
」
と
云
う
。
齊
桓
・
晉
文

は
皆
親
戚
を
殺
し
、
国
を
簒
い
て
立
ち
、
終
に
能
く
高
勳
を
周
の
世
に
建
立
す
。

是
れ
功
を
以
て
過
を
除
く
な
り
」
と
い
い
、
春
秋
時
代
の
覇
者
で
あ
っ
た
齊
の
桓

公
・
晉
の
文
公
を
持
ち
出
し
て
、「
齊
の
桓
公
・
晋
の
文
公
は
ど
ち
ら
も
親
戚
を

殺
し
て
、
国
権
を
簒
奪
し
て
い
る
が
、
終
に
は
周
の
世
に
高
い
勲
を
打
ち
立
て
て

い
る
。
こ
れ
が
「
功
」
で
も
っ
て
「
過
」
を
除
く
、
と
い
う
（
例
）
で
あ
る
」
と

い
う
。
士
・
大
夫
ど
こ
ろ
か
、
君
主
の
位
ま
で
引
き
上
げ
て
、「
士
之
耽
兮
、
猶

可
説
也
、
女
之
耽
兮
、
不
可
説
也
」
の
理
由
を
説
い
て
い
る
。
鄭
玄
の
解
釈
の
立

場
よ
り
更
に
階
層
を
上
げ
て
、
国
君
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
問
題
と
し
て
、
考
え
よ
う

と
し
て
い
る
。

「
氓
」
に
お
け
る
鄭
箋
「
士
有
百
行
、
可
以
功
過
相
除
」
に
対
し
て
、
齊
桓
・

晉
文
を
引
き
合
い
に
出
し
て
く
る
の
は
い
さ
さ
か
大
げ
さ
す
ぎ
る
挙
例
の
仕
方
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。「
功
過　

相
除
く
可
し
」と
い
う
こ
と
で
は
共
通
性
が
あ
る
が
、

「
氓
」
に
歌
わ
れ
て
い
る
「
礼
儀
消
亡
わ
れ
、
淫
風
大
い
に
行
わ
れ
」
と
い
っ
た

状
況
は
、
為
政
者
側
の
人
々
の
そ
れ
と
い
う
よ
り
は
、
経
文
か
ら
み
て
も
庶
民
あ

る
い
は
せ
い
ぜ
い
下
級
の
「
士
」
階
級
の
人
々
の
状
況
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
士
の
耽
る
は
猶
ほ
説
く
べ
し
（
士
は
必
ず
し
も
礼
に
定
め
ら
れ
た
通
り
で
な
い

よ
う
な
や
り
方
で
女
性
と
深
い
関
係
に
陥
っ
て
も
な
お
、
い
い
訳
す
る
こ
と
が
で

き
る
）」
と
い
っ
た
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
の
に
、
古
の

覇
者
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
の
例
を
持
ち
出
す
の
は
、
あ
ま
り
に
も
大
袈
裟
過
ぎ
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五

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、「
士
有
百
行
、
可
以
功
過
相
除
」
と
い
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、「
齊
桓

晉
文
皆
殺
親
戚
簒
國
而
立
、
終
能
建
立
高
勲
於
周
世
。
是
以
功
除
過
也
。」
と
話

を
国
君
の
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
上
げ
て
、こ
の
詩
句
を
解
し
て
、「
功
を
以
て
過
を
除
く
」

と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
儒
者
の
発
言
と
し
て
は
、
特
別
な

言
い
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

二

『
毛
詩
正
義
』
で
は
、 

齊
桓
（
齊
の
桓
公
）・
晉
文
（
晉
の
文
公
）
に
つ
い
て
、

そ
の
「
衛
風
」「
淇き

奥い
く
」「
淇
奥
三
章
章
九
句
至
是
詩
」
の
疏
に
お
い
て
「
氓
」
に

お
け
る
も
の
と
同
様
の
評
価
が
為
さ
れ
て
い
る
。

「
淇
奥
」
の
詩
の
序
文
に
は
「
美
武
公
之
德
也
。
有
文
章
又
能
聽
其
規
諫
以
禮

自
防
。
故
能
入
相
于
周
。
美
而
作
是
詩
也
。」
と
あ
る
。

『
史
記
』「
衛
康
叔
世
家
」
に
よ
れ
ば
、こ
の
衛
の
武
公
に
つ
い
て
、「
四
十
二
年
、

釐
侯
卒
、
太
子
共
伯
餘
立
爲
君
。
共
伯
弟
和
有
寵
於
釐
侯
、
多
予
之
賂
、
和
以
其

賂
賂
士
、
以
襲
攻
共
伯
於
墓
上
、
共
伯
入
釐
侯
羨
自
殺
。
衛
人
因
葬
之
釐
侯
旁
、

謚
曰
共
伯
、
而
和
爲
衛
侯
、
是
爲
武
公
。」
と
、
衛
侯
に
即
位
し
た
い
き
さ
つ
が

記
さ
れ
て
い
る
。
釐き

侯こ
う

四
十
二
年
（
前
八
百
十
三
年
）、
釐
侯
が
卒
し
た
あ
と
、

太
子
で
あ
っ
た
共
伯
餘
が
衛
の
君
主
と
な
っ
た
が
、
そ
の
弟
で
あ
る
和
が
、
寵
を

受
け
て
い
た
父
君
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
金
品
を
士
達
に
贈
っ
て
彼
ら
を
味
方
に

引
き
入
れ
、
君
主
と
成
っ
て
い
た
兄
の
共
伯
を
釐
侯
の
墓
上
に
攻
撃
し
、
共
伯
は

釐
侯
の
墓
道
で
自
殺
。
共
伯
の
弟
和
が
即
位
、
衛
侯
﹇
武
公
﹈
と
な
る
。
賞
賛
さ

れ
る
べ
き
即
位
の
仕
方
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ま
た
『
史
記
』
に
は
、
即
位
後
の

事
跡
に
つ
い
て
、

「
武
公
即
位
、
修
康
叔
之
政
、
百
姓
和
集
。
四
十
二
年
、
犬
戎
殺
周
幽
王
、
武

公
將
兵
往
佐
周
平
戎
、
甚
有
功
、
周
平
王
命
武
公
爲
公
。
五
十
五
年
、
卒
、
子
荘

公
揚
立
。」
と
あ
る
。

即
位
後
、
ち
ょ
う
ど
周
の
幽
王
が
犬
戎
に
殺
さ
れ
た
時
、
武
公
は
兵
を
率
い
て

周
を
助
け
戎
を
平
定
し
、
周
の
王
室
を
存
続
さ
せ
る
の
与
っ
て
、
た
い
そ
う
功
績

が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
周
の
平
王
が
武
公
に
公
の
爵
位
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
衛
の
武
公
に
つ
い
て
、『
毛
詩
正
義
』
の
作
者
は
、「
淇
奥
」
の
序

文
（
毛
序
）
に
沿
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

序
先
言
聽
諫
自
防
、
乃
言
入
相
於
周
者
、
以
先
説
在
國
之
德
乃
言
入
相
。
經

亦
先
言
其
德
盛
聽
諫
、
後
陳
卿
士
之
車
服
爲
事
次
也
。
諸
言
美
者
、
美
所
施
之

政
教
、
此
則
論
質
美
德
盛
學
問
自
修
、
乃
言
美
其
身
之
德
、
故
叙
者
異
其
文
也
。

案
『
世
家
』
云
、「
武
公
以
其
賂
賂
士
、
以
襲
攻
共
伯
而
殺
兄
。」
簒
國
得
爲
美

者
、
美﹅

其﹅

逆﹅

取﹅

順﹅

守﹅

、
德
流
於
民
、
故
美
之
。
齊
桓
晉
文
皆
簒
弑
而
立
、
終
建

大
功
、
亦
皆
類
也
。（
傍
点
、
筆
者
に
よ
る
）。

　
（
序
文
に
先
ず
（
武
公
が
）
諫
め
を
聴
い
た
こ
と
を
言
い
、
そ
れ
か
ら
朝
廷

に
入
っ
て
周
の
相
と
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
は
、
先
ず
衛
国
で
の
德
を

説
き
、
そ
れ
か
ら
周
の
朝
廷
に
入
っ
て
相
と
な
っ
た
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
た

め
で
あ
る
。
経
文
（
詩
の
本
文
）
で
も
ま
た
先
ず
武
公
が
德
が
盛
ん
で
あ
っ
た

こ
と
・
臣
下
の
諫
め
を
聴
い
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
後
で
（
天
子
の
臣
下
）
卿

士
と
し
て
の
車
・
服
飾
、「
爲
事
」
の
順
序
で
陳
べ
て
い
る
。
諸
処
に
「
美
」

と
使
わ
れ
て
い
る
場
合
、
施
す
と
こ
ろ
の
政
治
・
教
化
を
「
美ほ

」
め
る
の
で
あ
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る
が
、
こ
こ
で
は
質
素
な
美
徳
・
学
問
を
自
ら
修
め
た
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、

つ
ま
り
そ
の
身
の
德
を
「
美
」
め
て
い
る
。
だ
か
ら
「
美
」
の
叙
べ
か
た
（「
美
」

の
使
い
方
が
ふ
つ
う
に
諸
処
で
用
い
ら
れ
て
い
る
使
い
方
）
と
は
異
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
案
ず
る
に
『
史
記
』「
衛
康
叔
世
家
」
に
「
武
公
以
其
賂
賂
士
、

以
襲
攻
共
伯
而
殺
兄
。」
と
云
っ
て
い
る
。
国
を
簒
奪
し
て
い
る
の
に
「
美
」

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
行
い
が
「
逆
も
て
取
る
も
順
も
て
守
る
」
こ

と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
德
が
民
人
に
あ
ま
ね
く
行
き
渡
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を
「
美
」
め
た
の
で
あ
る
。
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
も
と

も
に
弑
逆
・
簒
奪
し
て
王
位
に
即
い
た
け
れ
ど
も
、
後
に
大
功
を
建
て
て
い
る
。

彼
ら
も
皆
こ
の
類
で
あ
る
。）

国
を
簒
奪
し
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
ほ
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
即
位
後

そ
の
「
德　

民
に
流
る
」（
德
が
民
人
に
行
き
渡
っ
た
か
ら
）
賞
賛
で
き
る
の
だ
。

あ
の
春
秋
時
代
の
覇
者
で
あ
っ
た
齊
桓
・
晉
文
も
同
じ
よ
う
に
国
を
簒
奪
し
て
後
、

大
功
を
建
て
た
の
だ
、
と
齊
桓
・
晉
文
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
衛
の
武
公
を
評

価
し
て
い
る
。

衛
の
武
公
に
つ
い
て
の
論
評
で
あ
る
が
、
武
公
は
「
逆
取
順
守
」（『
史
記
』
陸

賈
伝
）
で
あ
り
（
注
1
）、
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
も
同
様
で
あ
っ
た
と
、
言
う
。

直
接
に
は
衛
の
武
公
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
に

つ
い
て
の
評
価
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
毛
詩
正
義
』
の
中
で
、
齊
桓
・
晉
文
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
、
国
を
簒
奪
し

た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
補
う
大
功
を
後
に
挙
げ
た
の
で
、
賞
賛
さ
れ
て
よ
い
の
だ

と
す
る
評
価
は
、
上
記
の
二
箇
所
だ
け
で
あ
る
（
中
央
研
究
院
計
算
中
心
『
毛
詩

注
疏
』
索
引
）。
し
か
し
、
衛
の
武
公
に
つ
い
て
の
見
解
か
ら
見
て
も
、
た
と
え

簒
奪
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、（
簒
奪
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
臣
下
の

簒
奪
ま
で
含
め
る
の
で
は
な
く
、
王
位
継
承
で
き
る
立
場
に
あ
る
兄
弟
同
士
の
権

力
闘
争
に
よ
る
簒
奪
に
限
定
さ
れ
る
が
）
即
位
後
相
応
の
政
治
的
な
成
功
を
収
め

れ
ば
、
そ
の
君
主
は
賞
賛
さ
れ
て
よ
い
の
だ
、
と
い
う
価
値
観
は
、『
毛
詩
正
義
』

に
お
い
て
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三

春
秋
時
代
の
所
謂
五
覇
（
五
伯
）
の
盛
な
る
者
と
し
て
筆
頭
に
数
え
ら
れ
る
齊

の
桓
公
、
及
び
す
ぐ
そ
の
後
に
覇
者
と
な
っ
た
晉
の
文
公
は
、
周
の
王
室
の
力
が

衰
え
て
き
た
時
代
に
あ
っ
て
、中
原
の
諸
侯
に
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
行
使
し
、

と
も
に
名
君
の
誉
れ
が
高
い
。
し
か
し
、
両
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
王
位
を
継
承
す
る

際
に
は
肉
親
と
の
権
力
闘
争
の
末
、
こ
れ
を
奪
取
し
て
い
る
。
ま
た
、
齊
の
桓
公

は
特
に
内
事
・
内
室
の
乱
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
死
後
、
諸
公
子
の
間
に
争
い
が
生

じ
、
生
前
の
覇
者
と
し
て
の
盛
行
を
減
殺
し
て
い
る
。
当
面
問
題
と
し
て
い
る
、

肉
親
と
の
権
力
闘
争
の
件
に
つ
い
て
、『
春
秋
左
氏
傳
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

『
春
秋
』
莊
公
九
年
（
前
六
八
五
年
）
の
經
文
に
、「
夏
公
伐
齊
納
子
糾
。
齊
小

白
入
于
齊
。
八
月
、
庚
申
、
及
齊
師
戰
、
于
乾
時
我
師
敗
績
。
九
月
、
齊
人
取
子

糾
殺
之
。」
そ
の
「
左
氏
傳
」
に
は
や
や
詳
し
い
い
き
さ
つ
が
書
か
れ
て
い
る
。
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三
七

夏
公
伐
齊
納
子
糾
、
桓
公
自
莒
先
入
。
秋
師
及
齊
師
戰
于
乾
時
、
我
師
敗
績
。

公
喪
戎
路
傳
乗
而
歸
。
…
鮑
叔
帥
師
來
言
曰
、
子
糾
親
也
。
請
君
討
之
。
管
召
讎

也
。
請
受
而
甘
心
焉
。
乃
殺
子
糾
于
生
竇
。
召
忽
死
之
、
管
仲
請
囚
。
鮑
叔
之
及

堂
阜
而
税
之
。
歸
而
告
曰
管
夷
吾
治
於
高
傒
。
便
相
可
也
。
公
從
之
。

魯
の
莊
公
九
年
の
夏
、
莊
公
は
齊
に
子
糾
を
納
れ
〔
て
国
君
の
位
に
即
け
〕
よ

う
と
し
た
が
、
桓
公
（
小
白
）
が
莒
か
ら
先
に
齊
国
に
入
っ
た
。
秋
に
我
が
魯
の

軍
と
齊
の
軍
が
乾
時
で
戦
っ
た
が
、我
が
軍
は
破
れ
た
。我
が
莊
公
は
路
車
を
喪
っ

て
他
の
車
を
乗
り
継
い
で
、
国
に
帰
っ
た
。
…
〔
齊
の
重
臣
〕
鮑
叔
が
軍
隊
を
率

い
て
我
が
魯
国
に
や
っ
て
き
て
言
っ
た
。「
子
糾
は
〔
我
が
君
、
齊
の
桓
公
の
〕

肉
親
で
す
。
ど
う
か
魯
君
の
方
で
討
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
管
仲
・
召
忽
は
仇
敵

で
す
の
で
、
こ
ち
ら
で
も
ら
い
受
け
て
存
分
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。」
そ
こ
で

魯
で
は
子
糾
を
生
竇
で
殺
し
た
。
召
忽
は
殉
死
し
た
が
、
管
仲
は
虜
囚
と
な
り
た

い
と
願
っ
た
。
鮑
叔
は
〔
齊
の
〕
堂
阜
ま
で
来
る
と
管
仲
の
縛
め
を
解
い
た
。
国

都
に
帰
る
と
〔
齊
君
に
〕
言
っ
た
、「
管
夷
吾
は
〔
我
が
齊
の
卿
〕
高
傒
よ
り
政

事
を
治
め
る
才
が
あ
り
ま
す
。
相
と
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。」
桓
公
は
こ
の
意

見
に
従
っ
た
。

齊
の
襄
公
が
「
殺
誅　

數
し
ば
不
當
、
婦
人
に
淫
し
、
數
し
ば
大
臣
を
欺
く
。」

（『
史
記
』「
齊
太
公
世
家
」と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
た
め
襄
公
の
公
子
た
ち
は「
禍

の
及
ば
ん
こ
と
を
恐
れ
、」
糾
は
そ
の
母
の
国
、
魯
に
亡
命
し
、
管
仲
・
召
忽
が

守
り
役
と
し
て
従
っ
て
い
た
。
糾
の
兄
弟
の
子
白
は
莒
に
亡
命
し
た
。
鮑
叔
が
子

白
に
従
っ
て
い
た
。
齊
の
襄
公
は
臣
下
の
無
知
に
討
た
れ
、
ま
た
そ
の
無
知
も
雍

林
の
人
々
に
殺
さ
れ
、
齊
に
は
国
主
が
い
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況

の
中
で
、
公
子
同
士
の
後
継
争
い
に
な
り
、
い
ち
早
く
国
に
戻
っ
た
小
白
が
君
主

の
位
に
即
き
（
桓
公
）、
兄
弟
の
糾
を
魯
に
殺
害
さ
せ
た
。
し
か
も
、
桓
公
は
自

分
を
狙
っ
た
糾
の
側
近
管
仲
を
相
に
任
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、晉
の
文
公
の
即
位
に
つ
い
て
、『
春
秋
』僖
公
二
十
四
年
の
經
文
に
は「
冬
、

…
晉
侯
夷
吾
卒
。」
と
だ
け
、
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
左
傳
」
に
は
晋
の
文
公
（
重

耳
）
が
国
に
戻
り
、
国
王
の
位
に
就
く
前
後
の
こ
と
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

当
面
の
問
題
に
関
連
す
る
部
分
を
挙
げ
れ
ば
、「
辛
丑
、狐
偃
及
秦
之
大
夫
盟
于
郇
。

壬
寅
、
公
子
入
于
晉
師
。
丙
午
、
入
于
曲
沃
。
丁
未
、
朝
于
武
宮
。
戊
申
、
使
殺

懷
公
于
高
梁
。
不
書
、
亦
不
告
也
。」

秦
の
援
助
を
得
て
、
祖
国
晋
に
入
っ
た
重
耳
は
、
晋
の
軍
隊
に
入
り
そ
の
軍
隊

を
掌
握
す
る
と
、
国
都
の
曲
沃
に
入
り
、
祖
父
に
あ
た
る
武
公
の
廟
（
武
宮
）
に

参
拝
。
つ
い
で
、
先
に
国
王
の
位
に
就
い
て
い
た
懷
公
（
重
耳
の
兄
弟
夷
吾
〔
恵

公
〕
の
子
息
、
子
圉
。
重
耳
の
甥
に
あ
た
る
）
を
殺
し
、
権
力
闘
争
に
決
着
を
つ

け
る
。（『
史
記
』、『
國
語
』
等
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
や
や
異
な
っ
た
記
事
が
残
さ
れ

て
い
る
。）

こ
の
齊
の
桓
公
に
つ
い
て
、「
桓
公
は
諸
侯
を
九
合
し
、
兵
車
を
以
て
せ
ざ
る

は
管
仲
の
力
な
り
（
桓
公
九
合
諸
侯
、不
以
兵
車
、管
仲
之
力
也
）」（『
論
語
』「
憲

問
」
の
孔
子
の
評
）、「
管
仲
、
桓
公
を
相
け
て
（
桓
公
に
相
と
な
り
て
）
諸
侯
に

覇
た
ら
し
め
、
天
下
を
一
匡
す
（
管
仲
相
桓
公
覇
諸
侯
、
一
匡
天
下
）」（『
論
語
』

「
憲
問
」
の
孔
子
の
評
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
「
君
若
し
國
を
治
め
兵
を
彊

く
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
五
子
の
者
に
し
て
足
り
な
ん
。
君
、
覇
王
た
ら
ん
と
欲
せ
ば

夷
吾
此
に
在
り
と
、
桓
公
曰
く
善
し
、
と
。
五
子
の
者
を
し
て
皆
其
の
事
に
任
ぜ

し
め
、
以
て
令
を
管
子
に
受
け
し
む
。
十
年
に
し
て
諸
侯
を
九
合
し
、
天
下
を
一

匡
せ
る
は
皆
夷
吾
と
五
子
の
能
な
り
（
君
若
欲
治
國
彊
兵
、
則
五
子
者
足
矣
。
君
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三
八

欲
覇
王
、
則
夷
吾
在
此
。
桓
公
曰
善
。
令
五
子
皆
任
其
事
、
以
受
令
於
管
子
。
十

年
、九
合
諸
侯
、一
匡
天
下
、皆
夷
吾
與
五
子
能
也
）」（『
呂
氏
春
秋
』
審
分
覧
「
勿

躬
」）、
あ
る
い
は
「
太
公
の
聖
を
以
て
、
国
本
を
建
つ
。
桓
公
の
盛
ん
な
る
や
、

善
政
を
修
め
、以
て
諸
侯
の
会
盟
を
爲
し
、伯
と
称
す
る
、亦
た
宜
な
ら
ず
や
（
以

太
公
之
聖
、
建
國
本
。
桓
公
之
盛
、
修
善
政
、
以
爲
諸
侯
會
盟
、
稱
伯
、
不
亦
宜

乎
）」（『
史
記
』「
齊
太
公
世
家
」「
太
子
公
賛
」）
と
あ
る
よ
う
に
、「
諸
侯
を
九

合
し
」「
天
下
を
一
匡
す
」
と
い
っ
た
、
諸
侯
を
会
し
て
盟
約
し
、
そ
の
時
々
の

国
際
的
政
治
的
案
件
を
中
心
的
立
場
と
し
て
処
理
し
た
す
ぐ
れ
た
君
主
と
さ
れ
て

い
る
。
尤
も
、
そ
の
善
政
に
つ
い
て
の
評
価
は
臣
下
の
管
仲
の
補
佐
の
功
績
に
帰

さ
れ
て
も
い
る
の
だ
が
。

齊
の
桓
公
と
晉
の
文
公
、両
者
と
も
覇
者
と
な
っ
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
が
、

両
者
と
も
齊
の
あ
る
い
は
晉
の
君
主
と
な
る
際
に
は
、
そ
の
肉
親
を
殺
害
し
て
そ

の
位
に
つ
い
て
い
る
。
実
際
の
政
治
的
権
力
闘
争
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
こ
と

が
発
生
す
る
の
は
、
時
に
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が

儒
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
容
認
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
し
た
く
な
い
こ
と
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
の
で
、
事
実
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
つ
か
は
後
世

の
儒
学
者
に
と
っ
て
、
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

問
わ
れ
る
の
は
、
簒
奪
の
、
し
か
も
そ
れ
が
肉
親
間
で
の
権
力
闘
争
で
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
親
親
の
道
が
な
お
守
ら
れ
る
の
か
、
守
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
り
、
肉
親
間
の
権
力
闘
争
の
中
で
の
人
倫
の
問
題
に
対
す
る
問

題
で
あ
る
。 

『
淮
南
子
』「
氾
論
訓
」
中
で
の
議
論
は
、
よ
り
積
極
的
に
齊
の
桓
公
の
問
題
を

容
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
小
枉
而
大
直
、
君
子
行
之
」
或

い
は
「
其
小
悪
不
足
妨
大
美
也
」
と
い
っ
て
、
齊
の
桓
公
（
晉
文
を
も
含
め
て
）

の
所
行
が
是
認
さ
れ
て
い
る
。

　

寸
を
誳か

が

め
て
尺
を
伸
ぶ
る
は
、
聖
人　

之
を
爲
す
。
小
し
く
枉ま

げ
て
大
い
に

直
く
す
る
は
、
君
子　

之
を
行
ふ
。
周
公
に
弟
を
殺
す
の
累
有
り
、
齊
桓
に
國

を
爭
ふ
の
名
有
り
。
然
れ
ど
も
周
公
は
義
を
以
て
缺
を
補
ひ
、
桓
公
は
功
を
以

て
醜
を
滅
す
れ
ば
、
皆
賢
と
爲
す
。
今
、
人
の
小
過
を
以
て
、
其
の
大
美
を
揜お
ほ

は
ば
、
則
ち
天
下
に
聖
王
賢
相
な
し
。
…
然
り
而
し
て
天
下　

之
を
寶
と
す
る

は
何
ぞ
や
。
其
の
小
惡
は
大
美
を
妨
ぐ
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
今
、
人
の
短

な
る
所
を
志
し
て
人
の
修
な
る
所
を
忘
れ
、
そ
の
賢
を
天
下
に
求
む
る
は
、
則

ち
難
し
。

　

誳
寸
而
伸
尺
、
聖
人
爲
之
。
小
枉
而
大
直
、
君
子
行
之
。
周
公
有
殺
弟
之
累
、

齊
桓
有
爭
國
之
名
。
然
而
周
公
以
義
補
缺
、
桓
公
以
功
滅
醜
。
而
皆
爲
賢
。
今

以
人
之
小
過
、
揜
其
大
美
、
則
天
下
無
聖
王
賢
相
矣
。
…
…
然
而
天
下
寶
之
者

何
也
。
其
小
惡
不
足
妨
大
美
也
。
今
志
人
之
所
短
而
忘
人
之
所
修
而
求
得
其
賢

於
天
下
、
則
難
矣
。（
注
２
）

「〔
齊
の
〕
桓
公
は
功
を
以
て
醜
を
減
ず
」
と
い
い
、「
國
を
爭
う
の
名
」
が
あ
っ

て
も
、
後
の
功
績
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
減
殺
さ
れ
る
、
と
い
う
判
断
と
考
え
ら
れ

る
。齊

桓
・
晉
文
が
春
秋
時
代
の
覇
者
と
し
て
、
五
覇
の
中
で
も
「
盛
」
な
る
も
の

と
し
て
、
そ
の
政
治
的
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、『
春
秋
』
等
の
史
書
に

照
ら
し
て
、
後
世
の
人
々
に
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
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三
九

な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
即
位
し
た
事
情
・
君
主
と
し
て
行
っ
た
政
治
的
な
事
跡

及
び
内
向
き
の
君
主
の
行
い
等
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
定
は
し
て
い

な
い
。

齊
桓
・
晉
文
と
は
『
孟
子
』「
梁
惠
王
章
句
上
」
に

　

齊
の
宣
王
﹇
田
辟
疆
﹈
問
ひ
て
曰
く
、
齊
桓
・
晉
文
の
事
、
聞
く
を
得
可
き

か
と
。
孟
子
對
へ
て
曰
く
、
仲
尼
の
徒
、
桓
文
の
事
道
ふ
者
な
し
。
是
を
以
っ

て
後
世
傳
ふ
る
な
し
。
臣　

未
だ
之
を
聞
か
ず
。
以や

む
こ
と
な
く
ん
ば
則
ち
王

か
と
。

　

齊
宣
王
問
曰
、
齊
桓
・
晉
文
之
事
、
可
得
聞
乎
。
孟
子
對
曰
、
仲
尼
之
徒
、

無
道
桓
文
之
事
者
、
是
以
後
世
無
傳
焉
。
臣
未
之
聞
也
。
無
以
則
王
乎
。

　
齊
の
桓
公
、
晉
の
文
公
は
覇
者
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
王
者
﹇
王
道

の
達
成
者
﹈
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
孟
子
に
は
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
。

し
か
し
、『
荀
子
』
で
は
齊
の
桓
公
に
つ
い
て

　

齊
桓
は
五
伯
の
盛
ん
な
る
者
な
り
。
前
事
は
則
ち
兄
を
殺
し
て
国
を
爭
ひ
、

内
行
は
則
ち
姑
姉
妹
の
嫁
せ
ざ
る
者
七
人
あ
り
。
閨
門
の
内
、
般
﹇
楽
﹈
樂
奢し
ゃ

汰た

﹇
奢
侈
﹈
に
し
て
、
齊
の
分
を
以
て
之
に
奉
ず
る
も
足
ら
ず
。
外
事
は
則
ち

邾
を
詐
り
莒
を
襲
い
国
を
幷
す
こ
と
三
十
五
、
そ
の
事
行
は
是か
く

の
若
く
険
汚
淫

汰
な
り
。

　

齊
桓
五
伯
之
盛
者
也
。
前
事
則
殺
兄
而
爭
國
、
内
行
則
姑
姉
妹
之
不
嫁
者
七

人
。
閨
門
之
内
、
般
樂
奢
汰
、
以
齊
之
分
奉
之
而
不
足
。
外
事
則
詐
邾
襲
莒
幷

國
三
十
五
、
其
事
行
也
、
若
是
其
險
汚
淫
汰
也
。

そ
の
た
め
、「
仲
尼
の
門
人
で
は
、五
尺
の
豎
子
で
も
、五
伯
を
稱
す
る
を
羞
づ
」

と
否
定
的
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、

　

夫か

の
齊
の
桓
公
に
は
天
下
の
大
節
あ
り
、
夫そ

れ
孰だ

れ
か
能
く
こ
れ
を
亡
ぼ
さ

ん
。
倓た

ん

然ぜ
ん
﹇
安
然
と
し
て
疑
わ
な
い
﹈
と
し
て
管
仲
の
能
く
国
を
託
す
る
に
足

る
こ
と
を
見
る
は
天
下
の
大
知
な
り
。
安う
ち

に
其
の
怒
り
を
忘
れ
、
出そ
と

に
其
の
讎

を
忘
れ
、
遂
に
立
て
て
以
っ
て
仲
父
と
爲
す
は
、
是
れ
天
下
の
大
決
な
り
。

　

夫
齊
桓
公
有
天
下
之
大
節
焉
。
夫
孰
能
亡
之
。
倓
然
見
管
仲
之
能
足
以
託
國

也
。
是
天
下
之
大
知
也
。
安
忘
其
怒
、
出
忘
其
讎
、
遂
立
以
爲
仲
父
。
是
天
下

之
大
決
也
（「
仲
尼
篇
」）

と
、
自
分
の
こ
と
を
狙
っ
た
個
人
的
な
怨
み
・
怒
り
を
忘
れ
、
管
仲
を
重
用
し
て

天
下
に
覇
を
と
な
え
た
こ
と
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

『
春
秋
公
羊
傳
』
で
は
、
こ
れ
と
は
や
や
違
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

僖
公
十
年
の
経
文
「
晉
殺
其
大
夫
里
克
」
に
対
す
る
「
公
羊
傳
」
に
は
、
晋
の

恵
公
が
自
分
を
晋
に
入
る
の
に
力
を
尽
く
し
た
大
夫
の
里
克
を
な
ぜ
殺
し
た
か
を

述
べ
た
後
、
続
け
て

　　

然
ら
ば
則
ち
曷な
ん

爲す

れ
ぞ
恵
公
が
入
る
を
言
は
ざ
る
。
晋
の
出
入
を
言
は
ざ
る

は
、
踊
あ
ら
か
じめ

文
公
の
為
に
諱い

め
ば
な
り
。
斉
の
小
白　

斉
に
入
る
と
き
は
則
ち
曷な
ん

爲す

れ
ぞ
桓
公
が
為
に
諱い

ま
ざ
る
。
桓
公
の
国
を
享
し
た
る
こ
と
長
し
。
美　

天
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四
〇

下
に
見あ
ら
は
る
。
故
に
之
が
為
に
本
悪
を
諱い

ま
ず
。
文
公
の
国
を
享
し
た
る
こ
と

短
し
。
美　

未
だ
天
下
に
見
は
れ
ず
。
故
に
之
が
為
に
本
悪
を
諱
め
り
。

　

然
則
曷
爲
不
言
惠
公
之
入
。
晉
之
不
言
出
入
者
、
踊
爲
文
公
諱
也
。
齊
小
白

入
于
齊
則
曷
爲
不
爲
桓
公
諱
。
桓
公
之
享
國
也
長
。
美
見
乎
天
下
。
故
不
爲
之

諱
本
惡
也
。
文
公
之
享
國
也
短
。
美
見
乎
天
下
。
故
爲
之
諱
本
惡
也
。

こ
の
何
休
注
に
は

　
桓
公
は
功
大
に
し
て
、
善
悪
相
除
か
る
。
封
じ
て
余
り
有
る
に
足
る
。
較こ
う

然ぜ
ん

と

し
て
天
下
の
知
る
所
と
な
る
。
文
公
は
功
少
な
く
、
未
だ
自
ら
簒
す
る
を
除
き
て

封
づ
る
に
た
る
の
功
有
す
る
に
足
ら
ざ
る
を
嫌
へ
ば
な
り
。故
に
之
が
為
に
諱
む
。

桓
公
功
大
、
善
惡
相
除
、
足
封
有
餘
、
較
然
爲
天
下
所
知
。
文
公
功
少
、
嫌
未

足
除
身
簒
而
有
封
功
、
故
爲
之
諱
。

と
い
う
。

ま
た
僖
公
十
七
年
に
は
、「
十
有
七
年
春
、
齊
人
・
徐
人
伐
英
氏
。
夏
滅
項
」

の
経
文
に
つ
い
て
、

　

孰た
れ

か
之
を
滅
ぼ
す
。
齊　

之
を
滅
ぼ
す
。
曷な
ん

爲す

れ
ぞ
齊　

之
を
滅
ぼ
す
と
言

は
ざ
る
。
桓
公
の
為
に
諱い

む
な
り
。『
春
秋
』、
賢
者
の
為
に
諱
む
。
此
れ
人
の

国
を
滅
ぼ
す
、
何
ぞ
賢
と
す
る
。
君
子
の
悪
を
悪に
く

む
や
、
始
め
を
疾に
く

む
。
善
を

善
み
す
る
や
、
終
わ
り
を
楽
し
む
。
桓
公
嘗
て
絶
を
継
ぎ
〔
魯
の
僖
公
を
立
て

た
こ
と
〕、
亡
を
存
す
る
〔
邢
・
衛
・
杞
を
存た
も

っ
た
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
城

を
築
い
た
〕
の
功
あ
り
。
故
に
君
子
之
が
為
に
諱
む
。

　

孰
滅
之
。
齊
滅
之
。
曷
爲
不
言
齊
滅
之
。
爲
桓
公
諱
也
。
春
秋
爲
賢
者
諱
。

此
滅
人
之
國
、
何
賢
爾
。
君
子
之
惡
惡
也
疾
始
。
善
善
也
樂
終
。
桓
公
嘗
有
繼

絶
存
亡
之
功
、
故
君
子
爲
之
諱
也
。

と
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
何
休
注
に
は

　

傳
に
楚
を
服
す
る
を
言
は
ず
、
独
り
絶
を
継
ぎ
亡
を
存
す
る
を
挙
ぐ
る
は
、

絶
を
継
ぎ
亡
を
存
す
る
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
以
て
子
糾
を
殺
し
、
譚
・
遂
・

項
を
滅
ぼ
す
（
の
罪
）
を
除
き
〔
免
除
さ
れ
〕、
終
身
の
悪
を
覆
ふ
に
足
れ
ば

な
り
。

　

傳
不
言
服
楚
、
獨
擧
繼
絶
存
亡
者
、
明
繼
絶
存
亡
、
足
以
除
殺
子
糾
、
滅
譚

遂
項
、
覆
終
身
之
惡
。

と
あ
る
。

齊
の
桓
公
の
肉
親
殺
害
の
行
為
を
そ
の
後
の
政
治
的
な
成
功
に
よ
っ
て
、
免
罪

し
よ
う
と
す
る
意
向
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

四

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
毛
詩
正
義
』「
注
疏
」
に
お
い
て
齊
の
桓
公
・
晉

の
文
公
に
対
し
て
示
さ
れ
た
肯
定
的
な
評
価
は
、儒
家
の
解
釈
の
系
譜
を
遡
れ
ば
、

公
羊
学
の
論
理
、
あ
る
い
は
『
淮
南
子
』「
氾
論
訓
」
に
見
ら
れ
る
議
論
の
も
の

に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
決
し
て
特
異
な
評
価
で
は
な
い
。
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四
一

こ
う
し
た
議
論
に
も
そ
れ
な
り
の
妥
当
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
ひ
る
が
え
っ
て

『
毛
詩
正
義
』
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
も
っ
て
衛
風
・
氓
の
「
士
之
耽
兮
、
猶

可
説
也
。
女
之
耽
兮
、
不
可
説
也
。」
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
に
は
、
正
義
に
よ
る
あ
る
特
別
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。『

毛
詩
正
義
』
は
孔
穎
達
等
が
太
宗
李
世
民
の
命
に
基
づ
き
、
そ
れ
ま
で
積
み

重
ね
ら
れ
て
き
た
お
び
た
だ
し
い
注
釈
書
、さ
ら
に
は
六
朝
期
の
義
疏
の
中
か
ら
、

特
に
劉
焯
『
毛
詩
義
疏
』・
劉
炫
『
毛
詩
述
義
』
を
基
に
「
其
の
煩
た
る
所
を
削
り
、

其
の
簡
た
る
所
を
增
し
」
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
後
大
学
博
士
王
徳
韶
・

四
門
博
士
齊
威
等
の
「
對
共
討
論
、
辨
詳
得
失
」
を
経
て
、
貞
觀
十
六
年
、
更
に

勅
命
を
承
け
、
大
学
助
教
趙
乾
叶
・
四
門
助
教
賈
普
曜
ら
が
加
わ
り
、
勅
使
の
趙

弘
智
に
対
し
て
「
覆
更
詳
正
﹇
何
度
も
繰
り
返
し
調
べ
直
す
こ
と
﹈」
し
て
、
漸

く
に
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
（『
毛
詩
正
義
』
序
）。

『
毛
詩
正
義
』
を
含
む
五
經
正
義
が
編
纂
さ
れ
た
の
に
は
、
太
宗
李
世
民
の
強

い
意
志
が
働
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
太
宗
李
世
民
は
、
そ
の
治
世
は
「
貞
觀
の

治
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
勝
れ
た
皇
帝
と
し
て
の
誉
れ
が
高
い
。
し
か
し
、
李

世
民
が
そ
の
父
高
祖
李
淵
か
ら
帝
位
を
承
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
皇
太
子
で
あ
っ

た
兄
李
建
成
及
び
弟
元
吉
を
宮
中
玄
武
門
に
お
い
て
、
殺
害
す
る
と
い
う
権
力
闘

争
が
あ
っ
た
。（
所
謂
玄
武
門
の
変
）。

こ
の
兄
弟
間
の
権
力
闘
争
の
末
に
、李
世
民
が
帝
位
に
就
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、

当
時
の
臣
下
達
は
触
れ
る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は
ご
く
自
然
な

こ
と
と
推
さ
れ
る
。
李
世
民
自
身
も
内
心
重
い
も
の
を
引
き
ず
っ
て
い
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。史
官
が
記
す
所
の
書
は
人
主
は
こ
れ
を
見
る
こ
と
は
し
な
い
の
が
、

通
例
で
あ
っ
た
が
、
太
宗
は
敢
え
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
当
然
史
官
は
あ
か
ら

さ
ま
に
は
書
い
て
い
な
か
っ
た
。『
資
治
通
鑑
』「
唐
紀
十
三
」
に
は

　

玄
齡
乃
ち
給
事
中
許
敬
宗
等
と
、
刪
し
て
『
高
祖
今
上
實
録
』
を
爲
る
。
癸

巳
、
書
成
り
、
之
を
上
た
て
ま
つる
。
上　

六
月
四
日
事
〔
胡
三
省
註
；
謂
誅
建
成
元
吉

事
也
〕
を
書
す
る
を
見
る
に
、
語　

微
隱
な
る
こ
と
多
し
。
玄
齡
に
謂
ひ
て
曰

く
、「
周
公　

管
蔡
を
誅
し
て
以
っ
て
周
を
安
ん
じ
、
季
友　

叔
牙
を
鴆
し
て

以
っ
て
魯
を
存
す
。
朕
の
爲
す
所
も
亦
た
是
に
類
す
る
の
み
。
史
官　

何
ぞ
焉

を
諱
ま
ん
や
」
と
。
即
ち
命
じ
て
浮
詞
を
削
去
し
、
其
の
事
を
直
書
せ
し
む
。

　

玄
齡
乃
與
給
事
中
許
敬
宗
等
、
刪
爲
『
高
祖
今
上
實
録
』。
癸
巳
、
書
成
、

上
之
。
上
見
書
六
月
四
日
事
、語
多
微
隱
。
謂
玄
齡
曰
、「
周
公
誅
管
蔡
以
安
周
、

季
友
鴆
叔
牙
以
存
魯
。
朕
之
所
爲
、
亦
類
是
耳
。
史
官
何
諱
焉
。」
即
命
削
去

浮
詞
、
直
書
其
事
。（
貞
觀
十
七
年
）（
注
３
）

と
あ
る
。

自
ら
の
行
為
は
周
公
が
管
叔
・
蔡
叔
を
誅
殺
し
て
、
周
王
朝
を
安
泰
さ
せ
た
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
季
友
が
叔
牙
を
鴆
毒
で
誅
殺
し
て
魯
を
保
っ
た
よ
う
な

も
の
で
あ
る
、
と
い
い
、
史
官
に
は
っ
き
り
と
直
書
す
る
よ
う
に
命
じ
た
、
と
い

う
。
堂
々
た
る
態
度
と
も
見
え
る
、
敢
え
て
『
高
祖
今
上
實
録
』
を
見
た
の
は
、

高
祖
李
淵
武
徳
九
年
、
庚
申
（
六
月
四
日
）
の
玄
武
門
の
事
件
に
わ
だ
か
ま
り
が

あ
れ
ば
こ
そ
の
行
動
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
ら
に
此
に
先
立
っ
て
、
太
宗
李
世
民
が
帝
位
に
就
い
て
間
も
な
く
の
貞
観
元

年
、
周
と
秦
の
長
短
を
臣
下
達
と
論
じ
た
こ
と
が
『
資
治
通
鑑
』
に
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
周
の
武
王
と
秦
の
始
皇
帝
と
の
違
い
を
論
じ
て
、
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四
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周
の
天
下
を
得
る
は
增
々
仁
義
を
修
め
、
秦
の
天
下
を
得
る
は
益
々
詐
力
を

尚
ぶ
〔
尚く
は
ふ
〕。
此
れ
修
短
の
殊
な
る
所
以
な
り
。
蓋
し
之
を
取
る
に
或
い
は

逆
を
以
て
得
る
可
き
も
、
之
を
守
る
は
以
て
順
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
故
な

り
。

　

周
得
天
下
、
增
修
仁
義
、
秦
得
天
下
、
益
尚
詐
力
。
此
修
短
之
所
以
殊
也
。

蓋
取
之
或
可
以
逆
得
、　

守
之
不
可
以
不
順
故
也
。（
貞
觀
元
年
）

と
言
っ
て
い
る
（
注
４
）。

天
下
を
得
る
に
当
た
っ
て
、「
蓋
取
之
或
可
以
逆
得
、
守
之
不
可
以
不
順
故
也
」

と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
貞
観
元
年
に
、
既
に
こ
の
よ
う
に
臣
下
の
蕭
瑀
に

対
し
て
断
言
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
四
字
句
に
す
れ
ば
、「
逆
取
順
守
」
と

な
ろ
う
。
こ
う
し
た
太
宗
李
世
民
の
言
葉
が
初
唐
の
臣
下
達
、
ひ
い
て
は
孔
穎
達

を
初
め
と
す
る
正
義
の
著
者
達
に
影
響
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
、「
逆
取
順
守
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
た
最

初
の
『
史
記
』「
陸
賈
傳
」
に
よ
れ
ば
、「
文
武
並
用
す
る
が
、
長
久
の
術
な
り
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
肉
親
と
の
権
力
闘
争
に
よ
る
政
権
奪
取
の

意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
下
っ
て
『
三
國
志
』
蜀
書
「
龐
統
傳
」
に
見
ら

れ
る
「
逆
取
順
守
」
の
用
例
、
三
国
時
代
、
益
州
﹇
蜀
﹈
を
奪
い
取
る
こ
と
に
た

め
ら
い
が
ち
で
、
消
極
的
で
あ
っ
た
劉
備
に
向
か
っ
て
、
龐
統
が
、「
権
変
の
時
、

固
よ
り
一
道
の
能
く
定
む
る
所
に
非
ず
。
弱
を
兼
ね
昧
を
攻
め
、
逆
も
て
取
り
順

も
て
守
る
も
、
之
に
報
ゆ
る
に
義
を
以
て
し
、
事
定
ま
り
て
の
後
、
封
ず
る
に
大

國
を
以
て
せ
ば
、
何
ぞ
信
に
負
か
ん
。
今
日
取
ら
ず
ん
ば
、
終
に
人
の
利
と
爲
る

の
み
」
と
言
っ
て
、
益
州
攻
略
を
進
言
し
た
際
の
こ
と
ば
「
逆
取
順
守
」
に
お
い

て
も
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
肉
親
と
の
権
力
闘
争
を
肯
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
武
力

を
用
い
て
も
そ
の
後
で
、
し
か
る
べ
き
妥
当
な
方
法
で
報
い
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た

意
味
で
あ
ろ
う
。

﹇
龐
﹈
統
、
備
に
説
い
て
曰
く
、「
荊
州
は
荒
殘
、
人
物
殫た
ん
じ
ん尽
し
、
東
に
呉
孫
﹇
＝

孫
権
﹈
有
り
、
北
に
曹
氏
有
り
、
鼎
足
の
計
、
以
て
志
を
得
難
し
。
今
益
州
は
国

富
み
民
彊
く
、
戸
口
百
万
、四
部
﹇
四
つ
の
部
署
﹈
の
兵
馬
、
出
す
所
は
必
ず
具

は
り
、宝
貨
は
外
に
求
む
る
こ
と
な
し
。
今
権か
り

に
借
り
て
以
て
大
事
を
定
む
可
し
」

と
。
備
曰
く
、「
今
吾
と
水
火
を
爲
す
者
は
、
曹
操
な
り
。
操
は
急
を
以
て
し
、

吾
は
寛
を
以
て
す
。
操
は
暴
を
以
て
し
、吾
は
仁
を
以
て
す
。
操
は
譎
を
以
て
し
、

吾
は
忠
を
以
て
す
。
毎
に
操
と
反
す
れ
ば
、
事
乃
ち
成
る
べ
き
の
み
。
今
、
小
利

を
以
て
信
義
を
天
下
に
失
ふ
は
、
吾
の
取
ら
ざ
る
所
な
り
」
と
。
統
曰
く
、「
権

変
﹇
随
情
況
而
霊
活
変
化
；
そ
の
時
そ
の
場
に
適
し
た
処
置
を
と
る
﹈
の
時
、
固

よ
り
一
道
の
能
く
定
む
る
所
に
非
ず
。
弱
を
兼
ね
昧
を
攻
む
る
は
五
伯
の
事
。
逆

も
て
取
り
順
も
て
守
り
、
之
に
報
る
に
義
を
以
て
し
、
事　

定
ま
り
て
の
後
、
封

ず
る
に
大
国
を
以
て
せ
ば
、
何
ぞ
信
に
負
か
ん
。
今
日
取
ら
ず
ん
ば
、
終
に
人
の

利
と
爲
る
の
み
」
と
。
備
遂
に
行
く
。

﹇
龐
﹈
統
説
備
曰
、「
荊
州
荒
殘
、
人
物
殫
盡
、
東
有
呉
孫
、
北
有
曹
氏
、
鼎
足

之
計
、
難
以
得
志
。
今
益
州
國
富
民
彊
、
戸
口
百
萬
、
四
部
兵
馬
。
所
出
必
具
、

寶
貨
無
求
於
外
、
今
可
權
借
以
定
大
事
。」
備
曰
、「
今
指
與
吾
爲
水
火
者
、
曹
操

也
。
操
以
急
、
吾
以
寛
、
操
以
暴
、
吾
以
仁
、
操
以
譎
、
吾
以
忠
。
毎
與
操
反
、

事
乃
可
成
耳
。
今
以
小
利
而
失
信
義
於
天
下
者
、
吾
所
不
取
也
。」
統
曰
、「
權
變

之
時
、
固
非
一
道
所
能
定
也
。
兼
弱
攻
昧
、
五
伯
之
事
。
逆﹅

取﹅

順﹅

守﹅

、
報
之
以
義
、

事
定
之
後
、
封
以
大
國
、
何
負
於
信
。
今
日
不
取
、
終
爲
人
利
耳
。」﹇
劉
﹈
備
遂
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行
。（『
三
國
志
』
蜀
書
「
龐
統
傳
」
裴
松
之
注
所
引
『
九
州
春
秋
』）

と
こ
ろ
が
『
毛
詩
正
義
』「
淇
奥
」
で
の
「
逆
取
順
守
」
は
「
案
『
世
家
』
云
、

『
武
公
以
其
賂
賂
士
、
以
襲
攻
共
伯
而
殺
兄
。』
簒﹅

國﹅

得﹅

爲﹅

美﹅

者﹅

、
美﹅

其﹅

逆﹅

取﹅

順﹅

守﹅

、
德﹅

流﹅

於﹅

民﹅

、
故﹅

美﹅

之﹅

。
齊﹅

桓﹅

晉﹅

文﹅

皆﹅

簒﹅

弑﹅

而﹅

立﹅

、
終﹅

建﹅

大﹅

功﹅

、
亦﹅

皆﹅

類﹅

也﹅

。」

と
、
国
を
簒
奪
す
る
こ
と
、
ま
た
肉
親
間
の
權
力
闘
争
に
於
け
る
「
弑
逆
」
ま
で
、

積
極
的
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
衛
風
「
氓
」
の
詩
句
「
士
之
耽
兮
、
猶
可
説
也
、
女
之
耽
兮
、
不
可
説

也
」
に
お
け
る
鄭
箋
に
お
い
て
も
、「
説
は
解
く
﹇
言
い
訳
す
る
﹈
な
り
。
士
に

百
行
の
以
て
功
過　

相
除
く
可
き
有
り
（
百
行
有
れ
ば
以
て
功
過
相
除
く
可
し
）。

婦
人
に
至
り
て
は
外
事
な
し
。
維
れ
貞
信
を
以
て
節
と
為
す
」
と
言
う
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
に
、
そ
の
『
正
義
』
に
は
「
士
に
大
功
有
ら
ば
則
ち
小
過
を
掩
う
。
故

に
「
以
て
功
過　

相
除
く
可
し
」
と
云
う
。
齊
桓
・
晉
文
は
皆
親
戚
を
殺
し
、
國

を
簒う
ば
い
て
立
ち
、
終
に
能
く
高
勳
を
周
の
世
に
建
立
す
。
是
れ
功
を
以
て
過
を
除

く
な
り
（
士
有
大
功
則
掩
小
過
。
故
云
、「
可
以
功
過
相
除
」。
齊﹅

桓﹅

晉﹅

文﹅

皆﹅

殺﹅

親﹅

戚﹅

簒﹅

國﹅

而﹅

立﹅

、
終﹅

能﹅

建﹅

立﹅

高﹅

勲﹅

於﹅

周﹅

世﹅

。
是﹅

以﹅

功﹅

除﹅

過﹅

也﹅

）」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
よ

う
に
「
殺
親
戚
簒
國
而
立
」
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
齊
の
桓
公
、
晉
の
文
公
」
に
対
す
る
評
価
の
仕
方
か
ら

は
、
明
ら
か
に
一
歩
を
踏
み
出
し
て
、
肉
親
間
の
権
力
闘
争
に
よ
る
簒
奪
を
も
積

極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
（『
淮
南
子
』「
氾
論
訓
」
の
は
こ
れ

に
近
い
が
、
な
お
こ
れ
ほ
ど
如
実
に
強
く
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
）。こ

う
し
た
権
力
闘
争
に
よ
る
、
権
力
奪
取
に
対
す
る
評
価
は
、
第
三
者
的
に
み

れ
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
勝
者
側
が
如
何
様
に
も
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
事
柄
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
面
か
ら
み
た
の
が
、
あ
の
齊
の
桓
公
の
権
力

奪
取
に
つ
い
て
、『
荘
子
』
に
み
え
る
満
苟
得
の
評
価
で
あ
る
。

『
荘
子
』「
盗
跖
」
の
孔
子
の
弟
子
、
子
張
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
満
苟
得
と
の
対

話
の
中
、
子
張
は
「
貴
賤
の
分
は
行
の
善
悪
に
在
り
」
と
す
る
の
に
対
し
て
満
苟

得
は
所
謂
「
仁
義
」
と
か
、
善
悪
の
区
別
と
か
は
結
局
、
勝
者
側
か
ら
の
判
断
に

依
る
と
い
っ
た
主
張
を
し
て
お
り
、
そ
の
満
苟
得
の
議
論
の
中
で
、
桓
公
の
簒
奪

行
為
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

満
苟
得
曰
く
、
小
盗
は
拘
せ
ら
れ
、
大
盗
は
諸
侯
と
爲
る
。
諸
侯
の
門
に
義
士

存
す
。
昔
、
桓
公
小
白
は
兄
を
殺
し
て
嫂
を
入
る
。
而
る
に
管
仲
は
臣
と
爲
る
。

田
成
子
常
は
君
を
殺
し
て
国
を
竊
め
り
。
而
る
に
孔
子
は
幣
を
受
く
。
論
ず
れ
ば

則
ち
之
を
賤
し
み
、
行
へ
ば
則
ち
之
に
下
る
。
則
ち
是
れ
言
行
の
情
、
胸
中
に
悖は
い

戦せ
ん
す
る
な
り
。
亦
た
拂も
と

ら
ず
や
。
故
に
書
に
曰
く
、「
孰
れ
か
惡
、
孰
れ
か
美
、

成
る
者
を
首
と
爲
し
、
成
ら
ざ
る
者
を
尾
と
爲
す
」
と
。

満
苟
得
曰
、
小
盗
者
拘
、
大
盗
者
爲
諸
侯
、
諸
侯
之
門
、
義
士
存
焉
。
昔
者
桓

公
小
白
、
殺
兄
入
嫂
而
管
仲
爲
臣
、
田
成
子
常
殺
君
竊
國
、
而
孔
子
受
幣
。
論
則

賤
之
、
行
則
下
之
。
則
是
言
行
之
情
、
悖
戰
於
胸
中
也
。
不
亦
拂
乎
。
故
書
曰
、

孰
惡
孰
美
、
成
者
爲
首
、
不
成
者
爲
尾
。（『
荘
子
』「
盗
跖
」）

成
る
者
（
成
功
し
た
者
）
は
首
に
成
功
し
な
か
っ
た
者
は
尾
に
な
る
、
善
悪
は

成
功
、
不
成
功
の
違
い
か
ら
判
断
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
一
面
当

を
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

臣
下
と
し
て
は
、
仕
え
る
王
朝
の
皇
帝
が
行
っ
た
事
柄
、
た
と
え
そ
れ
が
王
族
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の
肉
親
間
の
忌
ま
わ
し
い
争
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
容
認
し
て
い
か
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
積
極
的
に
そ
の
行
為
を
支
持

し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
毛
詩
正
義
』
の
上
記
の
よ
う
な
二
箇
所
に
お
い

て
見
ら
れ
る
、
肉
親
間
の
国
権
簒
奪
に
対
し
て
も
積
極
的
に
こ
れ
を
容
認
し
よ
う

と
す
る
、
意
見
の
表
明
。
衛
風
「
氓
」・
衛
風
「
淇
奥
」
の
詩
に
施
さ
れ
た
、「
以

功
除
過
」、「
美
其
逆
取
順
守
」
と
い
う
正
義
（
疏
）
の
言
葉
な
ど
に
は
、
太
宗
李

世
民
の
玄
武
門
事
件
に
対
す
る
、
正
義
の
作
者
た
る
初
唐
の
儒
者
達
の
擁
護
の
立

場
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
注
疏
は
六
朝
期
か
ら
の
数
多
く
の
儒
者
達
の
積
み
重
ね
が
、
初
唐

に
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
が
『
正
義
』
の
疏
人
達
の
筆
に
な
る
も

の
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
こ
れ
ら
の
言
葉
の
も

と
も
と
が
す
べ
て
六
朝
期
か
ら
の
誰
か
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
正
義
』

の
作
者
が
強
く
こ
れ
を
納
得
し
な
け
れ
ば
、
残
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
古
典
の
注
釈
の
文
章
に
お
い
て
は
、
先
人
の
文
章
を
残
す
、
用
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
ま
た
と
り
も
な
お
さ
ず
自
ら
の
意
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
単
に
一
般
的
な
莫
然
と
し
た
事
柄
で
は
な
く
、『
毛
詩
正
義
』

述
作
に
係
る
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。

『
毛
詩
正
義
』
の
疏
の
文
章
は
六
朝
期
の
劉
焯
・
劉
炫
の
文
章
を
基
と
し
て
孔

穎
達
を
初
め
と
し
て
王
德
韶
・
齊
威
等
が
、「
其
の
煩
た
る
所
を
削
り
、
其
の
簡

た
る
所
を
増
し
」
て
、
更
に
「
對
共
討
論
、
得
失
を
辦
詳
」
し
、
更
に
貞
観
十
六

年
、
趙
乾
叶
・
賈
晉
曜
等
を
加
え
て
、
勅
使
趙
弘
智
に
対
し
て
「
覆
更
詳
正
」
し

て
、
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
（『
毛
詩
正
義
』
序
）。
幾
人
も
の
「
疏
人
」
達
に
よ

る
、
幾
た
び
も
の
検
討
・
修
正
を
加
え
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
の
稿
本
と
し
た
二
劉
の
人
と
な
り
及
び
そ
の
書
に
対
し
て
は
、

　

劉
焯
・
劉
炫
等
、
才
気
を
負た

恃の

み
、
先
達
を
軽
鄙
し
、
其
の
異
な
る
所
を
同

じ
と
し
、
其
の
同
じ
き
所
を
異
な
る
と
し
、
或
い
は
略
す
応べ

き
を
反
っ
て
詳
し

く
し
、
或
い
は
詳
し
く
す
宜べ

き
を
略
に
更か

ふ
。
其
れ
を
縄
墨
に
準は
か
れ
ば
、
差さ

忒と
く

﹇
あ
や
ま
り
﹈
あ
る
を
未
だ
免
れ
ず
。
其
れ
を
會
同
に
勘し
ら

ぶ
れ
ば
、
時
に
顚
躓

有
り
。
今
則
ち
其
の
煩
な
る
所
を
削
り
、
其
の
簡
な
る
所
を
増
す
。
唯
だ
意
お
も
ひは

曲
直
に
存あ

り
。
愛
憎
に
心
有
る
に
非
ず
。

　

焯
炫
等
負
恃
才
氣
、
輕
鄙
先
達
、
同
其
所
異
、
異
其
所
同
、
或
應
略
而
反
詳
、

或
宜
詳
而
更
略
。
準
其
繩
墨
、
差
忒
未
免
。
勘
其
會
同
、
時
有
顚
躓
。
今
則
削

其
所
煩
、
増
其
所
簡
。
唯
意
存
於
曲
直
、
非
有
心
於
愛
憎
。（
同
書
序
）

と
、
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
述
作
態
度
を
み
れ

ば
、『
毛
詩
正
義
』
の
疏
文
作
成
に
お
い
て
は
、「
疏
人
」
達
の
意
志
に
基
づ
く
文

章
の
変
改
が
相
当
程
度
な
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、『
毛
詩
正
義
』
の

注
疏
の
文
章
に
は
、
稿
本
と
し
た
劉
焯
・
劉
炫
の
著
作
名
は
も
と
よ
り
、
二
人
の

名
す
ら
全
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
、
或
い
は
ど
の
部
分
が

両
者
の
文
章
な
の
か
、
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
見
分
け
は
付
か
な
い
（
注
5
）。

同
じ
五
經
正
義
の
『
春
秋
左
傳
正
義
』
の
注
疏
に
は
劉
炫
の
名
が
し
ば
し
ば
現
れ
、

ど
の
部
分
が
劉
炫
の
も
の
か
が
あ
る
程
度
分
か
る
の
と
は
際
立
っ
た
対
照
を
成
し

て
い
る
。『
毛
詩
正
義
』
の
注
疏
の
文
章
に
は
「
疏
人
」
達
の
意
志
が
色
濃
く
反

映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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「
正
義
」
が
天
下
に
述
作
さ
れ
た
唐
代
初
め
、
当
時
の
政
治
的
現
実
―
太
宗
李

世
民
政
権
の
確
立
に
当
た
っ
て
最
も
微
妙
で
あ
っ
た
事
柄
―
に
つ
い
て
、『
正
義
』

の
一
部
の
疏
人
達
が
関
心
を
払
い
、
こ
れ
を
積
極
的
に
支
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は

不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）　

陸
生
﹇
陸
賈
﹈
時
時
前
説
稱
詩
書
。
高
帝
罵
之
曰
、「
迺
公
居
馬
上
而

得
之
、安
事
詩
書
！
」
陸
生
曰
、「
居
馬
上
得
之
、寧
可
以
馬
上
治
之
乎
。

且
湯
武＊

﹇
殷
湯
王
・
周
武
王
﹈
逆
取
而
以
順
守
之
、
文
武
並
用
、
長
久

之
術
也
。
昔
者
呉
王
夫
差
、
智
伯
極
武
而
亡
。
秦
任
刑
法
不
變
、
卒
滅

趙
氏
（
秦
姓
也
）。
郷
使
已
並
天
下
、
行
仁
義
、
法
先
聖
、
陛
下
安
得

而
有
之
。」
高
帝
不
懌
而
有
慙
色
、
迺
謂
陸
生
曰
、「
試
爲
我
著
秦
所
以

失
天
下
、
吾
所
以
得
之
者
何
、
及
古
成
敗
之
國
。」
陸
生
迺
粗
述
存
亡

之
徴
、
凡
著
十
二
篇
。
毎
奏
一
篇
、
高
帝
未
嘗
不
稱
善
、
左
右
呼
萬
歳
、

號
其
書
曰
「
新
語
」。（『
史
記
』
陸
賈
列
伝
）

　
　
　

＊
湯
武　
『
周
易
』
下
彖
・
革
「
天
地
革
而
四
時
成
。
湯
武
革
命
、
順

乎
天
而
應
乎
人
。
革
之
時
大
矣
哉
。」

（
2
）　

誳
寸
而
伸
尺
、
聖
人
爲
之
。
小
枉
而
大
直
、
君
子
行
之
。
周
公
有
殺
弟

之
累
、
齊
桓
有
爭
國
之
名
。
然
而
周
公
以
義
補
缺
、
桓
公
以
功
滅
醜
。

而
皆
爲
賢
。
今
以
人
之
小
過
、
揜
其
大
美
、
則
天
下
無
聖
王
賢
相
矣
。

　
　
　

…
…
自
古
及
今
、
五
帝
三
王
、
未
有
能
全
其
行
者
也
。
故
易
曰
「
小
過

亨
。
利
貞
。」
言
人
莫
不
有
過
、
而
不
欲
其
大
也
。
夫
堯
舜
湯
武
、
世

主
之
隆
也
。
齊
桓
晉
文
、
五
覇
之
豪
英
也
。
然
堯
有
不
慈
之
名
、
舜
有

有
卑
父
之
謗
、
湯
武
有
放
弑
之
事
。
五
伯
有
暴
亂
之
謀
。
是
故
君
子
不

責
備
於
一
人
。
方
正
而
不
以
割
。
廉
直
不
以
切
。
博
通
而
不
以
訾
。

　
　
　

…
…
然
而
天
下
寶
之
者
何
也
。
其
小
惡
不
足
妨
大
美
也
。
今
志
人
之
所

短
而
忘
人
之
所
修
而
求
得
其
賢
於
天
下
、
則
難
矣
。（『
准
南
子
』
氾
論

訓
）

（
3
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
九
十
七　

唐
紀
十
三　

太
宗

　
　
　

初
上
謂
監
修
國
史
房
玄
齡
曰
、「
前
世
史
官
所
記
、
皆
不
使
人
主
見
之
、

何
也
。」
對
曰
「
史
官
不
虚
美
、
不
隱
惡
。
若
人
主
見
之
必
怒
、
故
不

敢
獻
也
。」
上
曰
、「
朕
之
爲
心
、
異
於
前
世
帝
王
、
欲
自
觀
國
史
、
知

前
日
之
惡
、爲
後
來
之
戒
、公
可
撰
次
以
聞
。」
諫
議
大
夫
朱
子
奢
上
言
、

「
陛
下
聖
德
在
躬
、
擧
無
過
事
。
史
官
所
述
、
義
歸
盡
善
。
陛
下
獨
覧

起
居
、
於
事
無
失
。
若
以
此
法
、
傳
示
子
孫
、
竊
恐
曾
玄
之
後
、
或
非

上
智
、
飾
非
護
短
。
史
官
必
不
免
刑
誅
。
如
此
則
莫
不
希
風
順
旨
、
全

身
遠
害
、
悠
悠
千
載
、
何
所
信
乎
。
所
以
前
代
不
觀
、
蓋
爲
此
也
。」

上
不
從
。
玄
齡
乃
與
給
事
中
許
敬
宗
等
、
刪
爲
『
高
祖
今
上
實
録
』。

癸
巳
、
書
成
、
上
之
。
上
見
書
六
月
四
日
事
〔
胡
三
省
註
；
謂
誅
建
成

元
吉
事
也
〕、
語
多
微
隱
、
謂
玄
齡
曰
、「
周
公
誅
管
蔡
以
安
周
、
季
友

鴆
叔
牙
以
存
魯
。﹇「
魯
世
家
」﹈朕
之
所
爲
、亦
類
是
耳
。
史
官
何
諱
焉
。」

即
命
削
浮
詞
、
直
書
其
事
。（
貞
觀
十
七
年
）

（
4
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
九
十
二　

唐
紀
八　

太
宗

　
　
　

貞
觀
元
年　

戊
申
、上
與
侍
臣
論
周
秦
修
短
。
蕭
瑀
對
曰
、「
紂
爲
不
動
、

武
王
征
之
、
周
及
六
國
無
罪
、
始
皇
滅
之
、
得
天
下
。
雖
同
、
失
人
心

則
異
。」
上
曰
、「
公
知
其
一
、
未
知
其
二
。
周
得
天
下
、
增
修
仁
義
、

秦
得
天
下
、益
尚
詐
力
。
此
修
短
之
所
以
殊
也
。
蓋
取
之
或
可
以
逆
得
、

守
之
不
可
以
不
順
故
也
。」
瑀
謝
不
及
。
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（
5
）　
『
毛
詩
正
義
』
に
於
い
て
、
二
劉
（
劉
炫
・
劉
悼
）
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
召
南
「
羔
羊
」
の
標
起
止
「
傳
革
猶
皮
」
に
引
用
さ
れ
て

い
る
の
と
、
同
じ
く
召
南
「
何
彼
襛
矣
」
の
標
起
止
「
箋
下
王
后
至
褕

翟
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
張
三
宝
『
五
經
正
義
研
究
』

第
三
章
「
五
經
正
義
修
撰
之
依
據
」、
吉
川
忠
夫
「
杏
雨
書
屋
藏
『
毛

詩
正
義
』
單
疏
本
解
題
」
二
一
頁
等
）。
ま
た
『
春
秋
左
傳
』
襄
公

二
十
九
年
の
「
爲
之
歌
頌
」
の
注
疏
の
標
起
止
「
注
頌
者
至
神
明
」
に

引
か
れ
る
「
劉
炫
又
云
、
以
下
の
文
章
が
、
毛
詩
大
序
の
「
頌
者
美
盛

德
之
形
容
、
以
其
成
功
告
於
神
明
者
也
」
の
正
義
（
標
起
止
「
頌
者
至

神
明
」）
に
ほ
ぼ
同
文
が
無
署
名
で
引
か
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
に
劉
炫

の
文
章
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
劉
文
淇
『
左
傳
舊
疏
考
正
』
五

﹇
皇
清
經
解
續
編
﹈、
野
間
文
史
『
春
秋
正
義
を
読
み
解
く
』
東
洋
古
典

学
研
究
会
、
等
）。
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Abstract

《毛诗正义》的诗篇解释与现实政治的关系

围绕 “ 士之耽兮，忧可说也。女之耽兮，不可说也 ” 的解释

田　中　和　夫

卫风《氓》中有 “士之耽兮，忧可说也。女之耽兮，不可说也” 之句。那么，为什么 “男溺于色则

情有可原，而女溺于色则情不可原” 呢？东汉的郑玄解释为∶ “士有百行，可以功过相除，至妇人无

外事，维以贞心为节”。也就是说，男人有很多能与过失相抵消的家居之外的事情可做，而女人没有

这些居家生活之外的事情，所以只有贞心才是守礼守节。

孔颖达的《毛诗正义》中承继了郑笺的观点，且进而推出 “齐桓晋文皆杀亲戚篡国而立，终能建

立勋于周世。是以功除过也” 这一春秋时代的霸者齐桓公、晋文公之事对郑笺所言的理由予以补强。

《氓》诗从本文上看，歌的是百姓阶层的事，而对此取国君、国权篡夺之例来说明，不免给人带来过

于微言大义的异样感和不自然的感觉。

《毛诗正义》中言及齐桓公、晋文公的还有一处，那是卫风《淇奥》诗的疏处，评价与《氓》诗处

相似。毛序认为《淇奥》诗是 “美卫武公之德”。对此，《毛诗正义》的说明是 “案《世家》，‘武公以

其赂赂士，以袭攻共伯而杀兄’。篡国得为美者，美其逆取顺守，德流于民，故皆美之” 齐桓晋文皆

篡弑而立，终建大功，亦皆类也”。也就是说，卫武公从其兄共伯手中篡夺了国家权力是 “逆取顺守”。

虽然是以非道义的手段夺取了权力，但其后能流德于民，故当褒之。齐桓公和晋文公也类同，所以

也当得到赞誉。

这类对齐桓公、晋文公予以肯定的评价，如若追溯儒家解释的系谱可知，决不是特异的观点。其

评价或可说自有其妥当性。然而推出齐桓公、晋文公的事例来说明卫风《氓》诗的诗句，不能不让

人联想到以孔颖达为首的《毛诗正义》注疏者们是否另有特别的意图。

编纂五经正义是受命于太宗李世民而进行的。李世民在从其父高祖李渊手中继承帝位之前发生过

杀其兄既当时的太子李建成和其弟李元吉的权力争斗，即所谓玄武门之变。可以想像得到，臣下很

忌讳触及李世民是经历了皇家兄弟争斗而登上帝位一事的。即使是史官最初也未对整个事件进行过

于直截了当的叙述。

在李世民登帝后不久的贞观元年，曾有过李世民与臣下论及周秦王朝的各自长短一事。那时李世

民在说到同是武力得天下的周武王与秦始皇的不同之处时曾明言，“盖取之或可以逆得，守之不可以

不顺故也”。说白了就是逆取与否无所谓，只要顺守既可。唐太宗李世民的这些言论对初唐的臣下，

进而对以孔颖达为首的《毛诗正义》注疏者们是颇有影响的。
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